
一
頁

聞
法
に
始
ま
り
聞
法
に
終
わ
る

弓

削

弘

胤

総

務

巻 頭 言

こ
の
言
葉
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
根
本
が
「
仏
法
を
聞
く
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
、
真
宗
独
特
の
ス
タ
ン
ス
を

よ
く
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
真
宗
高
田
派
に
お
い
て
も
法
話
（
ほ
う
わ
）
を
聴
聞
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
非
常

に
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
気
づ
き
、
そ
の
救
い
に
身
を
任
せ
る
「
信
心
」
を
育
む
た

め
に
、
仏
法
を
正
し
く
「
聞
く
（
聞
法
）
」
と
い
う
姿
勢
が
根
本
に
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
法
話
と
は
、
僧

侶
や
布
教
使
が
仏
教
の
教
え
を
語
り
、
聴
く
人
に
わ
か
り
や
す
く
説
く
場
で
す
。
単
な
る
知
識
や
情
報
の
伝
達
で
は

な
く
、
聞
く
こ
と
で
心
に
響
き
、
信
心
が
深
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
真
宗
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

え
る
信
心
は
、
他
力
（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
信
心
は
、
法
を
「
聞

く
」
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
継
続
的
に
法
話
を
聴
き
、
仏
法
に
触
れ
続
け
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
聞
法
と
は
、
「
た
だ
聞
く
」
の
で
は
な
く
、
「
心
を
込
め
て
聞
く
」
「
問
い
を
持
っ
て
聞
く
」
こ

と
で
す
。
そ
の
姿
勢
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
目
覚
め
る
機
会
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
聞
法
は
信
心
の
入

り
口
で
あ
り
、
信
心
を
深
め
る
道
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
法
話
を
正
し
く
説
き
、
広
め
る
た
め
に
は
、
信

頼
さ
れ
る
布
教
使
の
存
在
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
布
教
使
の
育
成
は
、
た
だ
話
し
方
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
信

一



二
頁

心
を
深
め
、
他
者
と
と
も
に
学
び
深
め
合
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
定
期
的
な
講
習
や
研
修
会
を
通

じ
て
、
布
教
使
の
育
成
並
び
に
資
質
の
向
上
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。
私
共
真
宗
高
田
派
に
お
い
て
も
、
「
教
師
検
定

講
習
Ⅱ
法
話
実
践
に
向
け
て
」
と
い
う
法
話
手
引
書(

教
学
院
第
３
部
会
の
ご
協
力
に
お
い
て
作
成)

の
『
は
じ
め

に
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

「
法
話
を
す
る
と
（
上
手
、
下
手
は
別
）
同
行
の
僧
を
見
る
目
が
変
わ
っ
て
く
る
。
自
分
の
励
み
に
な
り
ま
す
。

自
分
の
人
生
を
語
れ
、
法
に
照
ら
し
て
語
れ
」

（
松
山
智
光
師
）

法
話
と
は
、
仏
徳
の
讃
嘆
で
あ
り
自
信
教
人
信
で
す
。
仏
徳
の
讃
嘆
と
は
、
く
だ
け
た
い
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、

「
阿
弥
陀
様
っ
て
す
ば
ら
し
い
な
！
」
と
い
う
よ
ろ
こ
び
と
か
感
動
や
う
な
ず
き
で
す
。
自
信
教
人
信
と
は
、
「
み

ず
か
ら
信
じ
、
人
を
教
へ
て
信
ぜ
し
む
る
こ
と
」
、
言
い
か
え
れ
ば
、
自
分
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
ご
縁
の
あ
る
人
び
と
に
伝
え
て
い
く
こ
と
で
す
。
法
話
者
は
、
「
阿
弥
陀
さ
ま
の
前
に

い
る
聴
聞
者
の
一
人
」
で
あ
る
こ
と
を
先
ず
自
覚
し
て
く
だ
さ
い
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
は
、
法
話
者
の
あ
り
の
ま

ま
を
通
し
て
人
び
と
の
心
に
広
が
り
生
き
て
き
ま
す
。
教
義
の
勉
強
の
成
果
を
そ
の
ま
ま
語
る
だ
け
で
あ
る
と
か
、

自
分
の
考
え
を
語
る
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
時
間
の
中
で
仏
法
に
聞
き
、
仏
法
を
語
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い

を
「
お
取
り
次
ぎ
」
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
法
話
の
目
的
で
あ
る
と
心
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
お
取
り
次
ぎ
」
と
は
、
「
仏
法
の
み
教
え
を
伝
え
る
」
と
と
も
に
「
私
自
身
が
仏
法
の
み
教
え
を
仰
ぐ
」
こ
と
で

す
。

巻 頭 言

二



三
頁

宗

達

宗

達

第
一
二
二
四
号

法
主
殿
来
る
令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り
真
宗
高
田
派
専
修
寺
神
戸
別
院
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成
る

令
和
七
年
七
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
二
二
五
号

法
主
殿
来
る
令
和
七
年
九
月
二
十
三
日
讃
佛
会
に
御
親
教
相
成
る

令
和
七
年
七
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
二
二
八
号

真
宗
高
田
派
宗
制
七
十
九
条
第
二
項
に
よ
り
令
和
七
年
九
月
三
十
日

第
一
八
三
宗
議
会
を
召
集
せ
ら
る

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

三



四
頁

宗

達

第
一
二
二
九
号

法
嗣
殿
来
る
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
真
宗
高
田
派
専
修
寺
福
井
別
院
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成

る

令
和
七
年
七
月
二
十
九
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印宗

告

宗

告

第
一
一
八
九
号

来
る
令
和
七
年
九
月
二
十
日
よ
り
同
二
十
六
日
ま
で
讃
佛
会
執
行
相
成
る

令
和
七
年
七
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

宗

告

第
一
一
九
〇
号

来
る
令
和
七
年
十
一
月
三
日
よ
り
同
四
日
ま
で
納
骨
堂
法
会
執
行
相
成
る

一
、
日

時

三
日
、
四
日

四



五
頁

納
骨
堂

午
前
十
時
三
十
分

御
影
堂

午
前
十
一
時
（
洪
鐘
撞
止
）

一
、
参

勤

者

一
般
寺
院

一
、
衣

体

色
衣
、
紋
章
五
条
袈
裟
、
差
袴
着
用

令
和
七
年
七
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

宗

告

第
一
一
九
一
号

来
る
令
和
七
年
十
一
月
五
日
よ
り
同
十
日
ま
で
秋
法
会
執
行
相
成
る

一
、
新
加
入
法
会

五
日
、
六
日
、
七
日

一
、
参

勤

者

一
般
寺
院

一
、
衣

体

色
衣
、
紋
章
五
条
袈
裟
、
差
袴
着
用

令
和
七
年
七
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

五



六
頁

任

免

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

真
宗
高
田
派
専
修
寺
名
古
屋
別
院
責
任
役
員
を
委
嘱
す
る

名
古
屋
別
院
総
代

坂

信
太
郎

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

真
宗
高
田
派
専
修
寺
北
海
道
別
院
佑
事
を
命
ず
る

島

優
慧

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

庶
務
部
参
拝
課
課
長
兼
宝
物
館
事
務
長

久
野

俊
彦

令
和
七
年
八
月
一
日

庶
務
部
参
拝
課
課
長
を
命
ず
る

宗
務
企
画
室
主
任

中
野

達
照

庶
務
部
参
拝
課
主
任
兼
宝
物
館
事
務
長
を
命
ず
る

広
報
主
任

眞
弓

俊
光

庶
務
部
参
拝
課
主
任
兼
宗
務
企
画
室
を
命
ず
る参

拝
課

松
山

暁
彦

教
学
課
を
命
ず
る

参
拝
課

田
中

光
明

宗

告

第
一
一
九
二
号

来
る
令
和
七
年
十
一
月
八
日
よ
り
同
十
日
ま
で
資
堂
講
法
会
執
行
相
成
る

令
和
七
年
七
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

六



七
頁

組
長
交
代

令
和
七
年
七
月
六
日

依
請
解
其
職

三
重
第
六
組
東
部
・
西
部
組
長

髙
島

徹
浄

三
重
第
六
組
東
部
・
西
部
組
長
を
命
ず
る信

行
寺
住
職

多
賀

寛
泰

住
職
拝
命

令
和
七
年
七
月
二
十
九
日

愛
知
県
東
海
市
名
和
町
北
脇

妙
法
寺
副
住
職

井
上

佳
正

補

妙
法
寺
住
職

依
請
解
其
職

妙
法
寺
住
職

井
上

義
正

三
重
県
津
市
久
居
野
村
町

浄
徳
寺
副
住
職

佐
藤

弘
道

補

浄
徳
寺
住
職

依
請
解
其
職

浄
徳
寺
住
職

佐
藤

唯
信

住
職
代
務
者

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

三
重
県
津
市
渋
見
町

泰
應
寺
住
職

髙
山

泰
司

三
重
県
津
市
長
岡
町

補

近
縁
寺
住
職
代
務
者

得

度

令
和
七
年
七
月
二
十
九
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
久
宝
寺
町

智
勇
院

義
輝

院
家
二
等

聖
賢
寺
衆
徒

濱
谷

勇
輝

三
重
県
鈴
鹿
市
白
子

蓮
華
院

妙
央

院
家
二
等

唯
信
寺
衆
徒

山
中

未
央

七



八
頁

布
教
任
命

七
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

七
・
一

権
中
僧
都

中
村

宜
成

七
・
二

中

僧

都

青
木

義
成

七
・
三

律

師

磐
城

英
嗣

七
・
四

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

七
・
五

権
中
僧
都

田
中

明
誠

七
・
六

律

師

北
畠

心
淳

七
・
七

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

七
・
八

権
少
僧
都

真
置

信
海

七
・
九

権
中
僧
都

三
井

蓮
孝

七
・
一
〇

中

僧

都

佐
藤

弘
道

七
・
一
一

大

律

師

松
谷

慧
光

七
・
一
二

権
少
僧
都

真
置

信
海

七
・
一
三

権
中
僧
都

栗
廼

隆
興

七
・
一
四

中

僧

都

南
部

義
幸

七
・
一
五

権
中
僧
都

村
上

英
俊

七
・
一
六

律

師

隆

妙


七
・
一
七

権
中
僧
都

中
村

宜
成

七
・
一
八

大

律

師

北
畠

大
道

七
・
一
九

大

律

師

髙
島

光
憲

七
・
二
〇

律

師

田
中

唯
聴

七
・
二
一

権
中
僧
都

上
杉

祥
樹

七
・
二
二

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

七
・
二
三

少

僧

都

岡

知
道

七
・
二
四

権
中
僧
都

栗
真

光
暁

七
・
二
五

権
大
僧
都

島

義
恵

七
・
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

七
・
二
七

律

師

隆

妙


七
・
二
八

律

師

龍
池

宏
昭

七
・
二
九

律

師

田
中

光
明

七
・
三
〇

律

師

若
林

妙
百

七
・
三
一

少

僧

都

岡

知
道

七
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
逮
夜
・
日
中
）

七
・
七

逮
夜

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

七
・
八

日
中

中

僧

都

青
木

義
成

七
・
九

逮
夜

権
中
僧
都

栗
廼

隆
興

七
・
一
〇

日
中

律

師

水
谷

忍
英

七
・
一
五

逮
夜

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

七
・
一
六

日
中

権
中
僧
都

田
中

明
誠

八



九
頁

八
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

八
・
一

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

八
・
二

律

師

堤

一
真

八
・
三

律

師

隆

妙


八
・
四

権
中
僧
都

中
村

宜
成

八
・
五

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

八
・
六

権
中
僧
都

田
中

明
誠

八
・
七

権
中
僧
都

生
桑

崇
等

八
・
八

大

律

師

松
谷

慧
光

八
・
九

権
少
僧
都

真
置

信
海

八
・
一
〇

権
中
僧
都

栗
真

光
暁

八
・
一
一

律

師


尾

真
祐

八
・
一
二

律

師

冨
田

健
自

八
・
一
三

権
中
僧
都

栗
廼

隆
興

八
・
一
七

律

師

北
畠

心
淳

八
・
一
八

大

律

師

髙
島

光
憲

八
・
一
九

権
中
僧
都

中
村

宜
成

八
・
二
〇

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

八
・
二
一

少

僧

都

岡

知
道

八
・
二
二

権
中
僧
都

上
杉

祥
樹

八
・
二
三

大

律

師

北
畠

大
道

八
・
二
四

律

師

松
山

智
慧

八
・
二
五

中

僧

都

青
木

義
成

八
・
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

八
・
二
七

律

師

磐
城

英
嗣

八
・
二
八

律

師

若
林

妙
百

八
・
二
九

権
大
僧
都

松
田

信
慶

八
・
三
〇

権
中
僧
都

田
中

明
誠

八
・
三
一

権
少
僧
都

真
置

信
海

八
月
御
影
堂
常
在
説
教

（
逮
夜
・
日
中
）

八
・
七

逮
夜

中

僧

都

青
木

義
成

八
・
八

日
中

律

師

水
谷

忍
英

八
・
九

逮
夜

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

八
・
一
〇

日
中

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

歓
喜
会
説
教

八
・
一
四

晨
朝

律

師

隆

妙


日
中

大

僧

都

増
田

修
誠

八
・
一
五

晨
朝

律

師

田
中

唯
聴

日
中

中

僧

都

弓
削

弘
胤

八
・
一
六

晨
朝

権
中
僧
都

栗
廼

隆
興

日
中

中

僧

都

藤
谷

知
良

九
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〇
頁

高
田
慈
光
院

月
例
法
会

七
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

八
・
二
六

律

師

隆

妙


報
徳
園

月
例
法
会

七
・
一
五

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

敬

弔

次
の
方
々
が
御
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。
謹
ん
で
敬
弔
の
意
を
表
し
ま
す
。

令
和
七
年

六
・
十
六

三
重
県
四
日
市
市
浜
田
町

崇
顕
寺
住
職

丹
羽

顯
英

贈

権
大
僧
都

六
・
二
十
三

三
重
県
鈴
鹿
市
神
戸称

名
寺
前
坊
守

北
畠
由
美
子

六
・
二
十
四

三
重
県
鈴
鹿
市
若
松
東寳

祥
寺
住
職

鷹
阪

秀
章

贈

権
中
僧
都

七
・
十
七

三
重
県
鈴
鹿
市
三
日
市良

珠
院
住
職

江
上

文
雄

贈

大

律

師

七
・
二
十
一

三
重
県
鈴
鹿
市
弓
削隨

念
寺
前
坊
守

弓
削
さ
ち
子

一
〇
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頁

第
九
十
九
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
の
ご
臨
席
を
仰
ぎ
、
多

く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
九
回
仏
教
文
化
講

座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「

真
仏
報
恩
塔
』
再
考
」

『
御
親
講
で
は
ま
ず

「
真
仏
報
恩
塔
」
と
は
、
埼
玉
県

、

蓮
田
市
馬
込
に
あ
り
、
高
田
派
二
世
、
真
仏
上
人
の
供
養

、

「

（

）」

顕
彰
碑
で
あ
っ
て

こ
う
い
う
も
の
を

板
碑

い
た
び

と
言
い

「
武
蔵
型
板
碑
」
と
し
て
有
名
で
あ
る
こ
と
を

、

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
埼
玉
県
の
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
、
蓮
田
市
の
文
化
財
リ
ス
ト
に
は

「
南
無
阿
弥
陀

、

仏
の
文
字
が
刻
ま
れ
る
六
字
名
号
塔
。
通
称
『
寅
子
石
』

と
呼
ば
れ
、
寅
子
伝
説
が
伝
わ
る
。
唯
願
が
師
真
仏
の
報

恩
供
養
の
た
め
に
建
て
た

」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
、
と

。

述
べ
ら
れ
、
こ
の
真
仏
報
恩
塔
を
建
立
し
た
唯
願
は
、
光

薗
院
本
の
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
も
真
仏
の
弟
子

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
師
弟
関
係
と
実
在
は

（

）

、

。

疑
い
を
容

い

れ
な
い
も
の
で
あ
る

と
言
及
さ
れ
た

と
こ
ろ
が
、
法
主
殿
は
以
前
か
ら

「
真
仏
報
恩
塔
」

、

は
学
術
用
語
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
念
を
抱
い
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
形
状
は
板
状
で
、
塔
と

は
呼
べ
な
い
。
こ
の
真
仏
報
恩
塔
の
呼
び
名
は
、
服
部
清

五
郎
先
生
の
『
板
碑
概
説
』
で
は
「
真
宗
名
号
板
碑
」
で

、

、「

」、

あ
り

そ
の
他
の
呼
び
名
と
し
て
は

六
字
名
号
板
碑

「
延
慶
四
年
銘
六
字
名
号
板
碑

「
延
慶
四
年
銘
名
号
板

」、

碑

「
真
仏
報
恩
板
碑

「
真
仏
報
恩
六
字
名
号
板
碑
」

」、

」、

な
ど
が
あ
り

「
名
号
板
碑
」
と
い
う
表
現
で
ほ
ぼ
統
一

、

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
し

て

「
真
仏
報
恩
塔
」
は
、
中
世
に
主
に
関
東
で
盛
行
し

、
た
板
碑
の
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の

で
も
あ
る
。
こ
れ
程
の
大
作
、
大
板
碑
が
、
下
野
高
田
か

、

、

、

ら
離
れ
た

ま
た

真
宗
と
も
縁
遠
い
蓮
田
と
い
う
地
に

な
ぜ
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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も
、
逐
一
検
討
し
た
い
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

次
に

板
碑
の
概
念
に
つ
い
て

千
々
和
到
先
生
は

板

、

、

「

碑
は
中
世
の
石
塔
で
あ
る
」
と
規
定

「
板
碑
は
石
碑
で

。

は
な
く
、
ま
た
墓
石
で
も
な
い
。
諸
説
が
あ
る
も
の
の
、

五
輪
塔
に
起
源
を
持
つ
が
、
五
輪
塔
の
制
約
を
発
展
的
解

消
す
べ
く
創
始
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

」
と
さ
れ
て

。

い
る
。
時
代
的
に
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
江
戸
時
代
初

頭
ま
で
の
四
百
年
近
く
に
及
ぶ
も
の
の
、
十
四
世
紀
が
最

盛
期
で
あ
り

「
真
仏
報
恩
塔
」
初
め
、
著
名
な
板
碑
は

、

す
べ
て
こ
の
時
期
に
造
立
さ
れ
て
い
る
。

板
碑
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
服
部
清
五
郎
先
生
は
、

板
碑
に
刻
ま
れ
た
本
尊
の
表
わ
し
方
に
よ
り

「
種
子
板

、

碑
、
こ
れ
は
梵
字
を
刻
ん
だ
板
碑

、
そ
れ
か
ら
「
画
像

」

板
碑
、
つ
ま
り
仏
像
を
刻
ん
だ
板
碑

、
そ
し
て
「
文
字

」

（
名
号
、
題
目
）
の
板
碑
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
文
字

板
碑
は
、
そ
の
本
尊
を
文
字
で
表
わ
し
た
も
の
で

「
南

、

無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
板
碑

「

南
無
）
妙
法
蓮
華
経
」

、
（

、

、

の
題
目
板
碑
に
二
分
さ
れ

総
数
は
ご
く
少
な
い
も
の
の

優
秀
な
作
例
も
多
く

「
真
仏
報
恩
塔
」
は
そ
の
白
眉
で

、

、

。

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す

と
法
主
殿
は
申
さ
れ
ま
し
た

さ
ら
に
板
碑
は
、
そ
の
銘
文
に
よ
り
供
養
板
碑
と
逆
修

板
碑
に
大
別
さ
れ
、
逆
修
は
未
だ
存
命
の
人
が
、
自
身
あ

る
い
は
縁
者
が
没
後
に
来
世
で
安
穏
で
あ
る
よ
う
祈
念
す

る
行
事
で
、
日
本
で
は
、
中
世
以
前
か
ら
階
級
を
問
わ
ず

広
汎
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
法
主
殿
は
、
板
碑
は
、
浄
土
信
仰
の
一
環
と
し

て
、
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
に
至
る
四
百
年

も
の
長
き
に
亘
っ
て
造
立
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
純
粋
な
阿

弥
陀
信
仰
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
、
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
「
服
部
清
五
郎
と
『
板
碑
概
説

」
と
い
う
テ
ー

』

マ
で
、
服
部
清
五
郎
先
生
の
業
績
を
評
価
さ
れ
、
さ
ら
に

「
服
部
先
生
は
『
真
仏
報
恩
塔
』
の
命
名
者
」
と
い
う
テ

ー
マ
を
挙
げ
ら
れ
て
、
服
部
先
生
は
、
昭
和
九
年
（
一
九

三
四
）
の
『
高
田
学
報
』
第
九
輯
に
「

真
仏
報
恩
塔
』

『

を
中
心
と
し
て
」
と
の
論
文
を
寄
稿
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ

「

『

』

」

に

私
の
い
わ
ゆ
る

真
仏
報
恩
塔

と
命
名
す
る
板
碑

と
明
記
さ
れ
て
い
て
、
法
主
殿
は
仰
天
し
た
、
と
申
さ
れ

ま
し
た
。

そ
し
て
、
法
主
殿
は

「
真
仏
報
恩
塔
」
は
昭
和
初
年

、

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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ま
で
五
百
年
以
上
も
そ
の
文
化
財
的
価
値
を
顧
ら
れ
る
こ

と
も
な
く
、
辻
谷
の
地
域
住
民
に
よ
っ
て
「
寅
子
石
」
と

し
て
丁
重
に
護
持
供
養
さ
れ
て
来
た
か
ら
こ
そ
、
完
存
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論

「
寅
」
の
祟
り
を
恐
れ
て
の

、

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
く
し
て
は
大
破
、
倒
壊
し
て
い

た
か
も
知
れ
な
い

「
神
聖
な
る
真
仏
上
人
の
報
恩
供
養

。

碑
に
対
し
て
、
そ
れ
に
到
底
似
つ
か
わ
し
く
な
い
低
俗
な

伝
承
が
付
与
さ
れ
て
迷
惑
千
万
だ
」
と
思
い
が
ち
で
あ
る

が
、
実
は
そ
の
低
俗
な
伝
承
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
、
今
日

の
「
真
仏
報
恩
塔
」
の
完
璧
な
姿
が
あ
る
と
し
た
ら
、
認

識
を
変
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
、
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に

「

真
仏
報
恩
塔
』
の
評
価
」
と
い
う
テ
ー
マ

、
『

で
、
宮
崎
圓
遵
先
生
と
、
峰
岸
純
夫
先
生
の
説
を
紹
介
さ

れ
て
、
つ
ま
り
、
汎
真
宗
で
あ
っ
た
真
仏
の
弟
子
で
は
あ

っ
て
も
、
徐
々
に
高
田
色
を
強
め
て
い
っ
た
顕
智
・
専
空

に
は
馴
染
め
な
い
、
非
顕
智
、
非
専
空
を
表
明
す
る
門
弟

も
少
な
く
な
く
、
そ
れ
に
大
谷
を
追
わ
れ
、
関
東
に
逃
げ

延
び
た
唯
善
が
結
び
付
く
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
。
と

な
る
と

「
真
仏
報
恩
塔
」
は
真
仏
の
名
を
掲
げ
て
は
い

、

る
も
の
の
、
実
は
反
高
田
を
表
明
す
る
た
め
の
一
大
モ
ニ

ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
下
野
高
田
に
対
抗
し
て
造
立
さ
れ
た

も
の
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
私
共
は
、
何
の
疑
い
も

な
く
「
報
恩
塔
」
を
高
田
派
の
記
念
碑
と
し
て
捉
え
て
い

た
が
、
残
念
な
が
ら
歴
史
的
事
実
は
正
反
対
で
あ
っ
た
と

見
ざ
る
を
得
な
い
、
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

八
月
二
日

大
谷
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

東
舘

紹
見

先
生

「
親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
・
観
音
菩
薩
」

東
館
先
生
は
、
用
意
さ
れ
た
資
料
の

「
は
じ
め
に
」

、

の
と
こ
ろ
で

「
親
鸞
聖
人
と
門
弟
方
に
お
け
る
、
現
実

、

の
社
会
（
世
間
）
の
た
だ
中
で
、
世
俗
の
倫
理
を
も
含
め

た
当
時
の
社
会
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
規
範
・
あ
ら
ゆ
る
教

え
の
中
か
ら
、
専
修
念
仏
の
一
道
を
選
び
取
ら
れ
た
歩
み

を
見
て
い
く
際
に
、
常
に
大
き
な
存
在
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
が
、
聖
徳
太
子
、
お
よ
び
そ
の
本
地
と
さ

れ
た
観
音
菩
薩
で
あ
る
と
い
え
る

」
と
述
べ
ら
れ
て
、

。

そ
こ
で

「
親
鸞
聖
人
の
生
涯
と
そ
の
時
代
に
お
け
る
聖

、

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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徳
太
子
へ
の
信
仰
（
＝
太
子
信
仰

、
お
よ
び
、
こ
れ
と

）

密
接
に
か
か
わ
る
観
音
信
仰
の
状
況
を
確
認
し
つ
つ
、
今

回
は
主
に
六
角
堂
の
観
音
菩
薩
か
ら
の
夢
告
の
内
容
と
意

味
に
つ
い
て
確
か
め
た
い

」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

。

そ
し
て
前
半
で
は
、
聖
徳
太
子
と
い
う
人
と
、
聖
徳
太

子
信
仰
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
、
後
半
で
は
、
親
鸞
聖
人
と

聖
徳
太
子
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
、
六
角
堂
の
聖
徳
太
子
、
観
音
菩
薩
か
ら
の
夢
告

、

、「

」

に
つ
い
て

東
館
先
生
の
見
解
を
示
さ
れ

親
鸞
夢
記

に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を

『
覚
禅
鈔
』
と
の
違
い
も

、

考
慮
し
つ
つ

「
共
に
歩
む
存
在
」
と
い
う
視
点
に
立
っ

、

て
、
現
代
語
訳
を
試
み
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
東
館
先
生
は

『
親
鸞
伝
絵
』
と
『
恵
信
尼
消

、

息
』
の
内
容
を
と
も
に
重
ん
じ
る
な
ら
ば
、
六
角
堂
の
聖

、

、

、

徳
太
子

救
世
観
音
菩
薩
か
ら
の
夢
告
は

二
回
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
二
回
が
、
と
も
に
二
十
九
歳

で
あ
っ
た
と
い
う
説
と
、
二
十
九
歳
と
三
十
一
歳
の
説
を

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
東
舘
先
生
は

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃

（
十
一

、

』

首
和
讃
）
の
中
か
ら
、

(

第
一
首)

仏
智
不
思
議
の
誓
願
の

聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
に
て

正
定
聚
に
帰
入
し
て

補
処
の
弥
勒
の
ご
と
く
な
り

(

第
六
首)

大
慈
救
世
聖
徳
皇

父
の
ご
と
く
に
お
は
し
ま
す

大
悲
救
世
観
世
音

母
の
ご
と
く
に
お
は
し
ま
す

(

第
八
首)

和
国
の
教
主
聖
徳
皇

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し

一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ

(

第
十
一
首)

聖
徳
皇
の
お
あ
は
れ
み
に

護
持
養
育
た
え
ず
し
て

如
来
二
種
の
回
向
に

す
す
め
い
れ
し
め
お
は
し
ま
す

の
四
首
を
挙
げ
ら
れ
て
、
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
聖
徳
太
子

お
よ
び
観
音
菩
薩
の
お
導
き
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
を
味
わ
わ
れ
ま
し
た
。

八
月
三
日

花
園
大
学
名
誉
教
授

元
花
園
大
学
学
長

西
村

惠
信

先
生

「
九
十
年
生
き
て
思
う
こ
と
」

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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ま
ず
前
半
で
は
、
西
村
先
生
ご
自
身
の
前
半
生
が
語
ら

れ
ま
し
た
。

昭
和
八
年
の
お
生
ま
れ
で
、
二
歳
の
時
、
農
家
か
ら
お

寺
の
小
僧
と
し
て
も
ら
わ
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
旧
制
中

学
、
高
校
へ
と
進
ま
れ

「
お
前
は
寺
の
息
子
じ
ゃ
な
い

、

か

」
と
、
無
理
矢
理
に
、
京
都
の
花
園
大
学
へ
入
学
す

。
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
入
学
試

験
の
面
接
で
、
三
人
の
先
生
方
の
中
で
、
私
の
履
歴
書
を

見
て
、
と
た
ん
に
合
掌
し
て

「
よ
う
本
学
へ
受
け
て
く

、

だ
さ
い
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
た
先
生
が
お
ら
れ
た
こ
と
を

紹
介
さ
れ
、
西
村
先
生
は

「
人
生
で
は
じ
め
て
拝
ま
れ

、

ま
し
た

」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
人
が
、
山
田
無

。

文
老
師
だ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
就
職
試
験
二
回
受
け
た
が
不
合
格
と
な
り
、

不
合
格
と
い
う
悲
し
み
を
経
験
し
た
が
、
あ
の
時
、
も
し

合
格
し
て
滋
賀
県
の
教
師
に
な
っ
て
い
た
ら
、
今
、
こ
こ

で
お
話
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
、
さ
い
わ
い

に
も
、
す
べ
っ
た
か
ら
、
で
す
。
人
生
と
い
う
の
は
、
何

が
幸
せ
に
な
る
の
か
、
わ
か
ら
ん
も
ん
で
す
ね
。
ほ
ん
と

に
わ
か
ら
ん
で
す
よ
。
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
学
の
寮
の
舎
監
を
さ
れ
て
い
る
と
き
、
妙

心
寺
の
中
に
セ
ン
タ
ー
が
造
ら
れ
、
最
近
、
と
み
に
多
く

な
っ
た
海
外
か
ら
の
お
客
さ
ん
に
、
京
都
の
説
明
を
し
よ

う
、
そ
の
た
め
に
英
語
の
勉
強
し
よ
う
と
思
い
、
学
生
達

が
い
な
く
な
っ
た
自
由
時
間
に
、
イ
ン
ド
人
の
英
語
塾
へ

行
か
れ
て
、
英
語
が
多
少
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
留
学
の
話
が
あ
り
、
育
て
の
母
親

の
勧
め
も
あ
っ
て
、
お
金
を
集
め
て
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
か

れ
ま
し
た
。
た
だ
、
気
が
つ
い
た
ら
、
帰
り
の
お
金
が
無

か
っ
た
ん
で
す
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
で
の
ご
苦
労
を
話
さ
れ
な
が
ら

「
あ
、
言

、

う
の
忘
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
へ
来
る
半
年
前
に
結
婚
し
た
ん

や
。
そ
う
そ
う

」
と
、
そ
の
な
れ
そ
め
を
語
ら
れ
ま
し

。

た
。話

が
戻
り

「
ア
メ
リ
カ
で
、
英
語
で
世
界
中
の
宗
教

、

の
勉
強
を
し
ま
し
た
。
無
理
し
て
、
行
っ
た
お
か
げ
で
し

た

」
と
言
わ
れ
て
、
帰
国
後
、
世
界
で
唯
一
、
禅
を
研

。
究
す
る
禅
文
化
研
究
所
へ
勤
め
、
英
語
の
先
生
が
必
要
だ

と
い
う
の
で
、
大
学
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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「
別
に
、
自
分
が
勉
強
が
好
き
で
、
初
め
か
ら
大
学
の

先
生
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
は
無
く
、
た
だ
縁
が
あ
っ

て
、
そ
の
縁
を
大
事
に
し
た
お
か
げ
で
、
で
き
あ
が
っ
た

の
が
私
の
前
半
生
で
し
た
ね

」
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

。

そ
の
後

『
中
外
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
読
ん

、

で

「
京
都
大
学
に
は
、
禅
の
勉
強
を
し
て
い
る
人
が
い

、
る
の
か
」
と

「
結
婚
し
て
、
三
、
四
年
た
っ
て
、
子
ど

、

も
が
あ
る
の
に
、
無
理
矢
理
、
入
り
ま
し
た

」
と
、
京

。

都
大
学
大
学
院
の
宗
教
哲
学
へ
入
ら
れ
る
の
で
す
が
、
四

、

、

人
の
受
験
生
の
う
ち

合
格
し
た
の
は
西
村
先
生
だ
け
で

「
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
勉
強
し

て
い
た
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
が
あ
っ
た
か
ら

」
と
言
わ
れ

。

ま
し
た
。

六
年
間
、
大
学
院
で
勉
強
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
学
の
教

壇
に
立
た
れ
る
の
で
す
が
、
学
生
部
長
と
し
て
、
学
生
運

動
の
学
生
た
ち
と
向
き
合
い
、
話
し
合
い
、
同
時
に
起
こ

っ
た
部
落
差
別
問
題
で
も
、
解
放
同
盟
の
人
た
ち
と
話
し

合
い

「
だ
ん
だ
ん
、
向
こ
う
側
に
立
っ
て
、
も
の
が
言

、

え
る
よ
う
に
な
っ
た

「
互
い
に
『
そ
う
だ
ね
、
本
当

。
」
、

に
そ
う
だ
ね
』
と
、
心
か
ら
う
な
ず
き
あ
う
よ
う
に
な
る

ま
で
に
は
、
大
変
だ
っ
た

」
と
西
村
先
生
は
言
わ
れ
て

。

い
ま
し
た
。

前
半
の
終
わ
り
で
は

「
日
本
の
仏
教
」
と
「
日
本
の

、

キ
リ
ス
ト
教
」
と
の
交
流
を
六
十
年
続
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
、
五
年
前
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
世
界
宗
教
者
平
和

会
議
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

後
半
で
は
、
今
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
、
山
田
無
文
老

師
が
お
作
り
に
な
っ
た
「
生
活
信
条
」
に
つ
い
て
話
さ
れ

た
の
で
す
が
、
こ
の
「
生
活
信
条
」
の
作
成
に
は
西
村
先

生
も
関
わ
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
の
内
容
を
紹
介
さ
れ
、
説

明
さ
れ
ま
し
た
。

一
つ
目
が
、

「
一
日
一
度
は
静
か
に
坐
っ
て

身
と
呼
吸
と
心
を
調
え

ま
し
ょ
う
」

二
つ
目
が

「
人
間
の
尊
さ
に
め
ざ
め

自
分
の
生
活
も
他
人
の
生
活

も
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
」

三
つ
目
が

「
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
を
感
謝
し

報
恩
の
行
を
積
み

ま
し
ょ
う
」

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
丁
寧
に
説
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
特

に
二
つ
目
の
文
で

「
自
分
の
生
活
」
が
先
に
き
て
い
る

、

点
を
強
調
さ
れ
て

「
自
分
を
大
事
に
思
え
る
人
が
、
は

、

じ
め
て
、
そ
ば
に
い
る
奥
さ
ん
や
旦
那
さ
ん
の
大
事
さ
に

気
が
つ
き
ま
す

「
自
分
を
え
え
か
げ
ん
に
考
え
て
、
し

」、

、

、

っ
か
り
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
の
な
い
人
は

人
の
こ
と

わ
か
る
で
し
ょ
う
か

「
自
分
を
大
切
に
し
な
い
人
が
ど

」、

う
し
て
そ
ば
に
い
る
人
の
生
活
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

八
月
四
日

中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員

髙
柳
さ
つ
き

先
生

「
禅
と
私
」

ご
講
義
は
、
前
半
と
後
半
に
分
け
て
、
お
話
を
さ
れ
ま

し
た

、「

」

、

前
半
は

第
一
部

十
牛
図
を
読
む

と
題
さ
れ
て

「
禅
の
さ
と
り
と
は
何
か
、
ど
う
い
う
も
の
か
を
わ
か
っ

て
い
た
だ
い
て
、
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
」
と
、

中
国
の
南
宋
時
代
に
活
躍
し
た
臨
済
宗
の
廓
庵
師
遠
の
十

牛
図
に
つ
い
て
、
十
の
図
絵
を
一
つ
一
つ
紹
介
さ
れ
、
さ

、

。

と
り
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
説
明
さ
れ
ま
し
た

そ
し
て
、
ま
と
め
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
廓
庵
の
『
十
牛

図
』
は
、
日
本
に
は
、
円
爾
と
い
う
僧
侶
に
よ
っ
て
持
っ

て
来
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
円
爾
は
、
悟
り
の
極
致
と
し

て
「
無
心
」
を
強
調
し
て
い
て
、
そ
れ
は
十
牛
図
の
第
八

に
通
じ
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
こ
の
廓
庵

の
『
十
牛
図
』
が
和
歌
が
付
け
加
え
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た

が
、
廓
庵
に
と
っ
て
、
十
牛
図
の
九
番
目
と
十
番
目
は
、

他
者
と
の
関
係
を
重
ん
じ
る
大
乗
仏
教
の
教
え
や
菩
薩
行

に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
相
互

扶
助
と
い
う
考
え
方
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
十
牛

図
は
受
け
と
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

後
半
は

「
第
二
部

日
本
中
世
禅
の
思
想

円
爾
を

、

中
心
に
」
と
題
し
て
講
義
を
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず

「
日
本
禅
の
歴
史
」
を
見
て
い
か
れ
る
の
で
す

、

が
、
そ
の
た
め
の
基
本
的
概
念
と
し
て
、
南
都
六
宗
、
そ

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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し
て
平
安
二
宗
（
天
台
宗
と
真
言
宗

、
さ
ら
に
顕
教
と

）

密
教
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
内
容
を
説
明
さ
れ
て
か
ら
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
「
日
本
禅
の
歴
史

、
」

、

「

」

次
に

栄
西
と
道
元
を
含
む
鎌
倉
期
の

日
本
禅
の
歴
史

を
紹
介
、
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
道
元
よ
り
二
歳
年
下
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
に

活
躍
し
た
円
爾
と
い
う
僧
の
生
涯
を
詳
し
く
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

円
爾
と
い
う
僧
が
、
学
界
、
仏
教
思
想
研
究
で
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
歴
史
学
者
の
黒
田
俊
雄
先
生

が
、
鎌
倉
新
仏
教
と
い
う
概
念
（
兼
修
禅
よ
り
純
粋
禅
）

か
ら
、
顕
密
体
制
論
（1

975

年
）
を
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
二
千
年
代
前
半
に
、
こ
の
円
爾
と
い
う
僧
は
、

兼
修
禅
の
僧
侶
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
の
禅
宗
興
隆
の
中

心
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
注
目
さ
れ
て
き
た
、
と
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に

「
二
、
真
福
寺
聖
教
調
査
に
よ
る
思
想
的
転

、

換
」
と
題
さ
れ
て
、
円
爾
と
つ
な
が
り
が
あ
る
真
言
密
教

の
名
古
屋
・
真
福
寺
の
調
査
か
ら
見
つ
か
っ
た
、
新
発
見

の
い
く
つ
か
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
、
解
説

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
禅
と
密
教
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
も
あ
り
、
円
爾
と
そ
の
弟
子
で
あ
る
癡
兀
大
慧
は
禅

密
関
係
に
つ
い
て
か
な
り
論
じ
て
い
る
、
と
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
諸
宗
と
融
合
し
た
り
、
諸
宗

と
密
接
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
禅
が
発
展
し
て
い
く
の
が

一
般
的
な
形
態
で
あ
り
、
当
時
の
「
宗
」
は
現
在
の
よ
う

に
宗
派
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
か
の
「
宗
」
に
帰

属
す
る
義
務
も
な
く
、
一
人
の
僧
が
一
つ
の
宗
に
属
す
る

必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
八
宗
兼
学
が
普
通
と
さ
れ
た
、
と

述
べ
ら
れ
、
当
時
の
仏
教
の
中
核
で
あ
る
既
存
の
八
宗
に

対
し
て
、
そ
の
周
辺
に
お
い
て
禅
や
浄
土
の
運
動
が
展
開

さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
中
心
と
周
辺
の
関
係
と
し
て
、
見

る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

八
月
五
日

教
学
院
第
一
部
会
研
究
員

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

島

義
恵

先
生
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「

真
慧
上
人
御
書
』
に
お
け
る
教
学
的
特
徴
」

『島
先
生
は
、
は
じ
め
に

「

真
慧
上
人
御
書
』
を
読
み

、
『

解
く
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
『
御
書
』
を
制
作
し

た
の
か
、
ま
た
真
慧
上
人
の
教
学
、
伝
道
の
特
徴
を
み
て

い
き
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

、

。

ま
ず

真
慧
上
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
た

真
宗
高
田
派
第
十
世
で
あ
り
、
当
派
に
お
け
る
中
興
で
あ

る
。
若
年
の
頃
は
、
賀
波
山
麓
の
迎
雲
寺
や
常
陸
周
辺
の

諸
宗
派
寺
院
で
勉
学
を
積
み
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）

の
頃
、
下
野
高
田
を
出
て
近
江
坂
本
の
妙
林
院
に
入
り
、

加
賀
や
越
前
を
化
導
し
た
と
さ
れ
て
い
る

文
明
四
年

一

。

（

四
七
二
）
三
十
九
歳
の
時
に
『
顕
正
流
義
鈔
』
を
著
し
、

明
応
年
間
（
一
四
九
二
～
一
五
〇
一
）
に
入
る
と
、
現
在

の
本
山
が
あ
る
一
身
田
に
建
立
さ
れ
た
無
量
寿
院
へ
活
動

の
拠
点
を
移
し
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
六
十
一
歳
の

時
に
問
答
形
式
で
教
義
や
作
法
に
つ
い
て
答
え
た
『
十
六

問
答
記
』
を
著
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
名
号
や
本
尊
、

上
人
が
考
案
し
た
「
野
袈
裟
」
を
、
伊
勢
国
内
の
多
く
の

、

。

念
仏
道
場
に
下
附
し
て
い
く
の
も

こ
の
頃
か
ら
で
あ
る

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
七
十
一
歳
の
時
に
は
、
高
田
門

徒
の
心
得
を
記
し
た
「
永
正
規
則
」
を
著
し
た
の
を
皮
切

り
に
多
く
の
「
御
書
」
を
制
作
し
て
い
る
。
そ
し
て
永
正

九
年
（
一
五
一
二
）
七
十
九
歳
で
往
生
し
て
い
る
。

続
い
て
「
御
書
」
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
は
、
明
暦
三

（

）

「

」

年

一
六
五
七

に
第
十
四
世
堯
秀
上
人
が

御
書
四
巻

を
開
版
さ
れ
て
以
降
、
一
般
的
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
常
磐
井
鸞
猷
前
法
主
は
、
正
保
二
年
の
火
災
に
よ
る

御
堂
な
ど
の
消
失
や
、
翌
年
に
子
息
で
あ
っ
た
第
十
五
世

堯
朝
上
人
が
、
幕
府
と
の
軋
轢
で
自
害
さ
れ
る
と
い
う
悲

劇
の
中
か
ら
、
高
田
派
が
立
ち
直
り
、
新
た
な
歩
み
が
始

ま
っ
て
い
く
と
い
う
機
運
を
門
末
に
伝
え
る
た
め
の
開
版

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
島
先
生

は
紹
介
さ
れ
た
。

そ
し
て
『
真
慧
上
人
御
書
』
に
つ
い
て
、
自
筆
本
、
伝

自
筆
、
真
慧
作
、
集
成
本
、
聞
書

『
堯
成
聞
書

、
写
本

、

』

な
ど
を
挙
げ
、
合
わ
せ
て
野
袈
裟
に
つ
い
て
の
平
松
令
三

先
生
の
説
を
紹
介
さ
れ
て
、
強
力
な
教
化
活
動
が
必
要
な

現
状
で
あ
っ
た
伊
勢
国
内
で
、
野
袈
裟
同
様

「
御
書
」

、

に
も
同
様
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
ら

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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れ
た
。
さ
ら
に
、
五
来
重
先
生
の
説
も
紹
介
さ
れ
て
、
伊

勢
の
高
田
寺
院
は
薄
弱
な
中
で
様
々
な
教
え
や
習
俗
を
取

り
入
れ
な
が
ら
高
田
教
団
の
地
盤
を
守
っ
て
い
た
と
も
い

え
る
。
真
慧
上
人
は
そ
の
よ
う
な
伊
勢
の
高
田
寺
院
の
あ

り
さ
ま
を
正
し
、
教
団
の
統
制
を
図
る
た
め
に
「
御
書
」

を
制
作
し
た
の
で
あ
る
、
と
島
先
生
は
言
わ
れ
た
。

後
半
で
は

『
真
慧
上
人
御
書
』
に
み
ら
れ
る
教
学
的

、

特
徴
を
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
た
。

、「

」

、

そ
の
特
徴
の
一
つ
目
は

念
仏
と
信
心

に
つ
い
て

「
本
願
を
信
じ
、
念
仏
称
え
る
」
行
信
不
離
が
高
田
の
伝

統
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
つ
目
の
特
徴
は

「
本
寺
崇
敬
」
の
語
が
「
御
書
」

、

に
お
い
て
初
め
て
出
て
く
る
点
で
あ
る
。
真
慧
上
人
に
と

っ
て
の
本
寺
と
は
、
単
に
本
寺
と
い
う
建
物
を
誇
る
た
め

に
述
べ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
専

修
念
仏
の
教
え
と
、
そ
の
教
え
を
守
り
担
っ
て
き
た
本
寺

と
い
う
拠
り
所
を
共
に
敬
う
こ
と
を
勧
め
た
言
葉
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
つ
目
の
特
徴
は
、
高
田
教
団
の
立
場
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
真
慧
上
人
は
「
浄
土
宗
専
修
門
流
」

の
言
葉
を
使
っ
て
、
本
願
寺
と
は
違
い
、
高
田
が
伝
統
的

で
確
か
な
宗
派
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
。

、

「

」

最
後
に
島
先
生
は

真
慧
上
人
に
お
け
る

永
正
規
則

の
意
味
や

「
善
知
識
」
へ
の
敬
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る

、

点
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
巻
子
本
「
御
書
」
の
制
作
は
、

伊
勢
に
お
け
る
真
慧
上
人
の
教
化
活
動
の
集
大
成
と
し

て
、
自
ら
が
没
し
た
後
も
巻
子
本
を
与
え
ら
れ
た
寺
院
を

中
心
と
し
て
、
本
寺
末
寺
の
統
制
が
保
た
れ
、
高
田
代
々

の
教
え
が
守
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
願
わ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
、
と
結
ば
れ
た
。

本
年
も
各
分
野
の
先
生
方
を
お
招
き
し
て
、
広
い
視
野

か
ら
の
お
話
し
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
五
日

間
を
ご
縁
と
し
て
、
仏
教
や
真
宗
に
関
し
て
新
た
な
視
点

を
得
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
自
ら
の
今
後
の
歩
み

に
様
々
な
示
唆
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

来
年
の
文
化
講
座
は
第
百
回
と
な
り
ま
す
。
そ
の
記
念

す
べ
き
第
百
回
開
催
に
向
け
て
、
法
主
殿
の
御
意
向
を
承

り
な
が
ら
準
備
を
す
す
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
仏
教
文
化
講
座
主
監

松
山

智
道
）

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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全
国
組
長
会
報
告

全
国
組
長
会
が
令
和
七
年
六
月
十
九
日
（
木
）
午
前
十

時
三
十
分
よ
り
宗
務
院
二
階
第
一
会
議
室
に
て
開
催
さ

れ
、
全
国
各
地
よ
り
四
十
五
名
の
出
席
が
あ
り
ま
し
た
。

法
主
殿
の
お
言
葉
後
、
宗
務
総
長
挨
拶
、
宗
議
会
報
告
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
庶
務
・
教
学
等
各
部
署
か
ら
各

種
案
内
後
、
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。

第
三
十
一
回

法
話
発
表
会

開
催
日
時

九
月
四
日
（
木
）

午
前
十
時
よ
り
開
会
式

会

場

宗
務
院
二
階
第
一
会
議
室

法
話
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。
僧
侶
に
な
っ
た
ば
か
り

の
方
や
、
日
頃
法
話
を
す
る
機
会
の
あ
ま
り
な
い
若
手
を

中
心
に
法
話
を
し
て
頂
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
布
教
者
と
し
て
歩
ま
れ
る
方
を
応
援
す
る
行
事

で
す
。
是
非
、
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。

（
℡
〇
五
九
ー
二
三
二
ー
四
一
七
一
）

第
五
十
一
回

住
職
補
任
研
修
会
実
施
の
お
知
ら
せ

標
記
の
件
に
つ
き
ま
し
て
、
住
職
・
住
職
代
務
者
・
副

住
職
規
程
（
宗
規
第
十
七
号
）
に
よ
り
、
住
職
補
任
研
修

を
受
講
す
る
こ
と
が
、
住
職
及
び
副
住
職
補
任
申
請
の
必

須
条
件
で
す
。

住
職
及
び
副
住
職
を
拝
命
予
定
の
皆
様
は
、
早
め
に
受

講
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
教
師
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

研
修
予
定
日

令
和
七
年

十
月
八
日(

水
）

十
二
時
頃
～

九
日(

木
）
～
十
二
時
十
五
分
頃
、
解
散
予
定

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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研
修
内
容

・
真
宗
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

・
住
職
道
、
布
教
道

・
宗
教
法
人
法

・
寺
院
規
則

・
声
明

・
法
式
作
法

・
現
状
と
課
題

申
込
み
方
法

指
定
の
申
込
書
を
令
和
七
年
九
月
八
日
ま
で
に

本
山
宗
務
院
教
学
課
宛
に
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

研
修
費
用

二
○
，
〇
〇
〇
円
（
当
日
、
持
参
下
さ
い

）。

定
員二

十
名
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

詳
細
は
宗
務
院
教
学
課
ま
で
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

〒
五
一
四
―
〇
一
一
四

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九

真
宗
高
田
派
宗
務
院
教
学
課

宛

（

）

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
九
－
二
三
二
－
四
一
七
一

（

）

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
一
四
一
四

教
学
院
公
開
講
座
案
内

令
和
七
年
度

第
二
回

聞
思
の
集
い

日

時

令
和
七
年
十
月
三
日
（
金
）

午
後
一
時
半

～
午
後
三
時
四
十
五
分
頃

会

場

高
田
会
館
ホ
ー
ル

テ
ー
マ

「
和
語
聖
教
か
ら
窺
う
、

親
鸞
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
」

講

師

葛
野

洋
明

師

（
龍
谷
大
学
大
学
院
教
授
）

令
和
七
年
度

第
三
十
回

研
究
発
表
大
会
案
内

教
学
院

会

場

高
田
会
館
ホ
ー
ル

日

時

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
（
金
）

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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開
講
式

午
前
十
時

一
．
研
究
発
表

十
時
二
十
分
頃

～
十
一
時
三
十
分
頃

①

専
照
寺
所
蔵
宗
学
関
係
資
料
に
つ
い
て

第
一
部
会

金
信

昌
樹

②

村
田
静
照
師
の
念
仏
生
活第

二
部
会

田
中

明
誠

③

金
子
み
す
ゞ
か
ら
学
ぶ
お
墓
の
意
味

第
三
部
会

鷲
山

了
悟

二
．
特
別
講
演

十
三
時
三
十
分

～
十
五
時
頃

講

題

「
持
続
可
能
な
寺
院
を
目
指
し
て
」

―
真
宗
寺
院
、
超
宗
派
、
他
宗
教
の
教
化
活
動
に
学
ぶ
―

講
師

川
又

俊
則

師

（

）

鈴
鹿
大
学
こ
ど
も
学
部
教
授

閉
講
式

午
後
三
時
頃

ど
な
た
さ
ま
も
ご
自
由
に
聴
聞
く
だ
さ
い
。

本

山

行

事

予

定

（
九
月
・
十
月
）

九
月
四
日

第
三
十
一
回
法
話
発
表
会

九
月
二
十
日
～

二
十
六
日

讃
佛
会

十
月
八
・
九
日

第
五
十
一
回
住
職
補
任
研
修
会

十
月
十
六
日

第
七
十
七
回
檀
信
徒
研
修
会

十
月
三
十
一
日

第
三
十
回
教
学
院
研
究
発
表
大
会

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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下
付
金
の
お
知
ら
せ

令
和
元
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び
納
骨

壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に
計
上

い
た
し
ま
し
た
。

（
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金

の
下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産

に
計
上
さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下

さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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宗 門 の お 知 ら せ

納骨冥加金等の改定

下記の通り各種冥加金を改定いたします。ご周知いただきますようお願い申

し上げます。

［改定実施日］

１．納 骨 冥 加 金 令和7年9月1日より

２．各 種 読 経 冥 加 金 令和7年9月1日より

３．納骨堂納骨壇年間恭敬冥加金 令和8年1月1日より

記
１．納骨冥加金 改定内容

種別 現在 令和7年9月1日より

本山納骨 ２万円以上 ３万円以上

２．各種読経冥加金 改定内容

種別 現在 令和7年9月1日より

仏間読経 ５千円以上 １万円以上

納骨壇前読経 ２千円以上 ３千円以上

臨時読経 ２万円以上 ３万円以上

３．納骨堂納骨壇年間恭敬冥加金 改定内容

種別 現在 令和8年1月1日より

普通型 ４千円以上 ６千円以上

大 型 ８千円以上 １万１千円以上

特別型 ２万４千円以上 ３万円以上

第2納骨堂 ４千円以上 ６千円以上

以上

ご不明な点につきましては総合案内所までお問い合わせください。

真宗高田派本山専修寺 総合案内所

TEL ０５９-２３２-７２３４（受付時間：午前9時から午後4時）

宗 門 の お 知 ら せ
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真宗高田派共済会のご案内
●全寺院対象の共済制度●
真宗高田派共済会運営規程による各種制度

○見舞金
・本堂全焼及び全壊 １００万円
・本堂半焼及び半壊 ６０万円
・庫裏全焼及び全壊 ６０万円
＊ 災害を証明する書類が必要
・境内地並境内建物が災害を被った時は、２万円をお見舞いする
＊ 被害総額が100万円以上の場合となります

○祝金
・本堂新築及び改築 ６０万円
・本堂を除く境内建物の新築および改築 １０万円
＊ 工事費が１千万円以上の場合となります
＊ 高田派代表役員が発行した新築・改築の承認書と

工事契約書の写しが必要

○住職退職慰労金（住職の死亡から６ヶ月以内に申請のこと）
在任期間により給付金が異なります
・住職在任８０年以上９０年未満 ９０万円
・住職在任７０年以上８０年未満 ８０万円
・住職在任６０年以上７０年未満 ７０万円
・住職在任５０年以上６０年未満 ６０万円
・住職在任４０年以上５０年未満 ５０万円
・住職在任３０年以上４０年未満 ４０万円
・住職在任２０年以上３０年未満 ３０万円
・住職在任１０年以上２０年未満 ２０万円
・住職在任１０年未満 １０万円

○香料（退職から６ヶ月以内に申請のこと）
上記住職退職慰労金を適用する但し慰労金を支給された住職は該当しない

○真宗教学奨学金（毎年４月末日までに申請のこと）
・高等学校生及び真宗各派の専修学院生 月額 ２万円 若干名
・大学生及び大学院生 月額 ４万円 若干名

月額 ８万円 若干名

○奨励金（毎年４月末日までに申請のこと）
共済会が指定した学校学部に得度した者が入学したときに

４万円を支給します。
給付及び申請のお問い合わせは、下記の共済会担当までお尋ねください。

真宗高田派共済会 真宗高田派宗務院内
電 話 ０５９－２３２－４１７１ ＦＡＸ ０５９－２３２－１４１４

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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